
 

 

観音寺市監査委員告示第７号 

 

地方自治法第199条第14項の規定に基づき、教育委員会から財政援助団体等監査の結果に対

する措置を講じた旨通知があったので、同項の規定により次のとおり公表する。 

 

 

令和７年12月17日 

 

観音寺市監査委員  原   幸 弘 

観音寺市監査委員  豊 浦 孝 幸 

 

１ 措置を講じた部局等 

観音寺市教育委員会教育長 

 

２ 監査実施日 

令和７年11月４日 

 

３ 監査結果報告書の提出日 

令和７年11月７日 

 

４ 措置通知年月日 

令和７年12月９日付（観音寺市教育委員会教育長） 

 

 

５ 措置内容 

別紙のとおり 

  



1 

監査委員の指摘事項、意見等に対する措置内容 

 

対 象 部 局 
2025 日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 

2025 日本学生トライアスロン選手権観音寺大会実行委員会 

指摘事項、意見等 措 置 内 容 

（１）所管部課について 

○ 事業の主催は実行委員会だが、補助金交

付申請者や領収書宛先は大会会長となって

いる点について、両者が一致するよう整理・

検討されたい。 

補助金交付申請者及び全ての領収書の宛名

は、「実行委員会委員長」に統一します。 

○ 大会映像の YouTube ライブ配信に係る

補助金については、実施の必要性や費用対効

果を十分検証し、補助対象の適否や補助率が

適正かについて検討されたい。また、同様の

大会を開催する他自治体の状況も勘案し、経

費削減に努められたい。 

YouTube ライブ配信については、トライア

スロン競技を実施している他の自治体の状

況を把握し、学連側とも配信の必要性につい

て協議を行います。また、補助対象の適否に

ついても検討します。 

（２）監査対象団体について 

○ 事業資金が日本学生トライアスロン連

合と市側で別々に管理運用され最終的に合

計されているが、事業としての一連の収入支

出が時系列として確認できるよう、統一した

出納簿を整備されたい。 

収入支出が確認できるよう出納簿の整備を

行っていきます。 

○ 2025 日本学生トライアスロン選手権観

音寺大会、2025 観音寺キッズトライアスロ

ン大会及び YouTube ライブ配信に対する補

助金を同一口座で受け入れ、運用されてい

る。共通で支出すべき経費は適正に按分する

等、それぞれの大会経費が明確になるよう管

理されたい。 

支出項目で共通している費目については、経

費の明確化を行っていきます。 

○ 事業経費に係る発注先や契約内容等に

ついては、補助事業であることを鑑み透明性

の確保に留意されたい。 

事業経費の発注先の決定や契約書について

透明性を図ります。 

 


